
 

＜資料 2＞ 

仕様書 

省エネルギー部 

 

１．件名 

   ヒートポンプ技術の研究開発および普及促進に関わる国際動向の分析と情報発信 

 

２．目的 

 ヒートポンプ技術は、経済産業省と NEDO が策定した「省エネルギー技術戦略 2016」にお

いても重要技術に位置付けられており、NEDO ではその技術開発を推進している。また、2021

年 5 月には、IEA より 2050 年ゼロエミッションに向けたロードマップが示され、2045 年に加熱

用途の半分をヒートポンプにする必要がある等、ヒートポンプがカーボンニュートラルに対して

必須の技術であることが明言されている。 

我が国はヒートポンプの導入で世界をリードしている。例えば、フロン冷媒のヒートポンプに

比べて環境負荷が非常に小さい CO2冷媒のヒートポンプは、2001 年に開発されてから、特に家庭

用給湯器として、世界でも例のない程急速に普及し、2022 年春には累計 800 万台出荷を達成見込

みである。ヒートポンプは、従来の大量の化石燃料燃焼に代わる省エネルギー技術であり、引続

き民生及び産業向けとして、その世界的な普及が期待される。 

2016 年キガリ改正においては、モントリオール議定書の生産・消費規制の対象に代替フロンで

ある HFC が追加された。今後の低 GWP 冷媒の開発に影響を及ぼすと考えられ、世界的な規制に

先駆けた各国の研究開発動向の把握と我が国からの情報提供を戦略的に行う必要がある。 

また、産業部門の電化を推進するために、100℃以上の供給が可能な高温ヒートポンプの研究開

発が欧州で盛んであり、これら各国の研究開発動向の把握と我が国からの情報提供を戦略的に行

う必要がある。 

我が国の技術が世界のヒートポンプ市場を牽引し、そのための技術開発方針を考えるために

は、海外の状況のタイムリーな把握とその情報展開、さらに我が国からの情報発信を適切に実施

することが重要である。 

本事業では、ヒートポンプの海外展開や競争力強化に資する情報の収集と分析を目的とし、同

時に我が国が当該分野で主導権を確保していくため、国際的な普及に役立つ情報の発信を行

う。 

 



３．内容 

 本事業では、ヒートポンプ技術の研究開発および普及促進に関わる国際動向の分析と国内関係

者への展開、さらに我が国からの情報発信のため以下を実施する。 

 ・国際エネルギー機関（IEA）のヒートポンプ技術協力プログラムの活動等を通じ、海外の政

策・市場・研究開発動向を把握し、収集した情報を国内のヒートポンプ技術関係者へ発信す

る。 

 ・IEA のヒートポンプ技術協力プログラムの活動等を通じて、日本の技術・規格や利用方法等の

世界的な普及に資する情報を海外のヒートポンプ技術関係者へ発信する。 

 ・ヒートポンプに関わる国際会議等に参加し、我が国の普及に向けた経験等を発信すると共に、

当該会議での我が国の活動を主体的にサポートする。 

 ・上記の活動を通じて得られた世界的な視点から、今後の我が国のヒートポンプ技術開発の方向

性を示す。 

 

① IEA ヒートポンプ技術協力プログラムにおける動向の調査・検討 

   IEA ヒートポンプ技術協力プログラムについて、その執行委員会等に参加し、参加国を含む

世界的な政策や技術開発に関する最新動向・活動情報を入手し、分析して我が国のヒートポン

プ技術関係者に国内委員会を開催して発信する。さらに、我が国の技術開発への影響を分析

し、必要に応じてその対応を検討する。 

(執行委員会：年 2 回開催、国内委員会：年 2 回開催) 

② IEA ヒートポンプ技術協力プログラム等における我が国からの情報の発信 

   IEA ヒートポンプ技術協力プログラムについて、その Annex 専門家会議等において世界的な

ヒートポンプの普及に向けた取り組みに我が国が貢献できるよう、国内のヒートポンプ関係者

から情報を収集し、整理・分析して準備を行う。 

  (国内分科会：年 3～4 回/テーマ 開催) 

③ 国際会議等での研究開発動向の調査 

   ヒートポンプに関わる会議等に参加し、情報の収集と分析を行うと共に、我が国の活動を主

体的にサポートする。また、必要に応じて我が国の技術開発や普及に向けた活動等について情

報を発信する。 

(国際会議：欧州・北米を中心に年 1 回開催) 

④ 世界的な視点からの技術開発の方向性検討 

   前記①から③までの活動を通じて得られた情報から、将来の世界的なヒートポンプの普及に

向けて、我が国が主導権を確保するために必要となる技術開発の方向性を整理して示す。 



４．調査期間 

 NEDO が指定する日（2022 年 4 月予定）から、2025 年 3 月 21 日（金）までの 3 年間 

 

５．報告書 

提出期日：2022 年度分および 2023 年度分の中間年報は各年度終了時に、2024 年度終了後には

成果報告書を 2025 年 3 月 21 日までに提出。 

提出形態：電子ファイル（PDF ファイル） 

 提出方法：NEDO プロジェクトマネジメントシステムによる提出 

記載内容：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って、 

作成の上、提出のこと 

      http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html 

 

６．報告会等の開催 

原則、委託期間中に調査状況に関する報告会を 1 か月に 1 回程度開催する。ただし、進捗状

況に応じて NEDO と実施事業者が協議の上で決定することもできる。なお、委託期間中または

委託期間終了 後に、成果報告会における報告を依頼することがある。 

 

７．その他 

実施事項の内容や進め方、および、本仕様書に定めなき事項等については、NEDO と実施事

業者が協議の上で決定するものとする。 


